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令和３年３月 31 日 

 

 

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課  

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課 ( 部 ) 

 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

疑義解釈資料の送付について（その 62） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和２年厚生労働省告示第 57 号）

等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に

ついて」（令和２年３月５日保医発 0305 第１号）等により、令和２年４月１

日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑

義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。 
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（別添） 

医科診療報酬点数表関係 

 

【夜間看護体制加算】 

問１ 夜間看護体制加算（区分番号「Ａ１０６」障害者施設等入院基本料の注

10）を看護補助加算（「Ａ１０６」障害者施設等入院基本料の注９）と、夜

間看護体制加算（「Ａ２０７－３」急性期看護補助体制加算の注３）を夜間

急性期看護補助体制加算（「Ａ２０７－３」急性期看護補助体制加算の注２）

と、夜間看護体制加算（「Ａ２１４」看護補助加算の注３）を「Ａ２１４」

看護補助加算と、それぞれ同時に届け出ることは可能か。 

（答）可能。 

 

【夜間看護体制加算、看護職員夜間配置加算】 

問２ 夜間看護体制加算（区分番号「Ａ１０６」障害者施設等入院基本料の注

10、「Ａ２０７－３」急性期看護補助体制加算の注３、「Ａ２１４」看護補

助加算の注３）、「Ａ２０７－４」看護職員夜間配置加算、看護職員夜間配

置加算（「Ａ３１１」精神科救急入院料の注５、「Ａ３１１－３」精神科救

急・合併症入院料の注５）の施設基準における「夜間における看護業務の

負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤後の暦日の休日

が確保されていること」について、早出、遅出など一部夜勤時間帯を含む

勤務形態についても、当該項目における暦日の休日確保が必要な夜勤の対

象となるか。 

（答）「疑義解釈資料の送付について（その４）」（平成 28 年６月 14 日厚生労

働省保険局医療課事務連絡）問９と同様に、勤務時間に午後 10 時から翌

日５時までの時間帯が一部でも含まれる場合は、当該項目における暦日

の休日確保が必要な夜勤の対象とする。 

 

【外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料】 

問３ 介護医療院に入所中の患者について、栄養マネジメント加算を算定して

いない場合に、区分番号「Ｂ００１」の「９」外来栄養食事指導料及び区

分番号「Ｂ００１」の「11」集団栄養食事指導料を算定できることとされ

ているが、令和３年４月１日以降、どのように考えればよいか。 

（答）介護報酬において、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関

する基準（平成 12 年厚生省告示第 21 号）の別表（指定施設サービス等

介護給付費単位数表）中、４（介護医療院サービス）のイからヘまでの

注５「栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない

場合は、１日につき 14 単位を所定単位数から減算する」が適用されてい

る場合にのみ算定できる。 



【訪問看護指示料】 

問４ 区分番号「Ｃ００７」訪問看護指示料の訪問看護指示書について、令和

３年度介護報酬改定に伴い、介護保険の訪問看護へのリハビリテーション

の指示に係る記載が変更されたところであるが、すでに交付している当該

指示書について、令和３年４月１日から改めてこの様式の指示書に変更す

る必要はあるか。 

（答）令和３年３月 31 日以前に指示書を交付している場合については、一部

改正後の様式による指示書の再交付は不要である。 

 

【リハビリテーション計画提供料】 

問５ 区分番号「Ｈ００３－３」リハビリテーション計画提供料の（５）に掲

げる「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業」につ

いて、「科学的介護情報システム」と読み替えてよいか。 

（答）よい。 

 


